
測量体系における河川定期縦横断測量の位置づけ

測量法

・基本測量 ：すべての測量の基礎となる測量で，国土地理院実施
・公共測量 ：国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量等

作業規程の準則
１．総則
２．基準点測量
３．地形測量及び写真測量

現地測量
車載写真レーザ測量
空中写真測量
既成図数値化
修正測量
写真地図作成
航空レーザ測量
地図編集
基盤地図情報の作成

４．応用測量
路線測量
河川測量

要旨
作業計画
距離標設置測量
水準基標測量
定期縦断測量
定期横断測量
深浅測量
法線測量
海浜測量及び汀線測量
品質評価
成果等の整理

用地測量
その他の応用測量

・標高の測量手法は直接水準測量又は間接水準測量
・平地における標高の精度は20mm+50mm√(L/100)
（Lは中心杭等と末端見通杭の測定距離 （m））
と記載

・水深の測量手法は音響測深．ただし，水深
が浅い場合はロッド又はレッドによって測る
・2回測定された測量の平均値を水深と採用する
と記載

河川定期縦横断測量業務
実施要領・同解説
（財団法人日本建設
情報総合センター）

・深浅測量の精度について
記載が異なり，精度±15cmと
記載

（監修：治水課）

【本取り組み】

航空レーザ測量を定期横断測
量においても実施可能にす
る．

・標高の測量手法は平地において3級水準測量，山地
において4級水準測量（地形，地物などの状況によって
は4級水準測量に代えて間接水準測量により行うこと
も可能）
・精度の規程は無い

精度は以下の通り
・グランドデータあり 0.3m以内
・グランドデータなし（樹木繁茂密など） 2.0m以内

第17条による特例について記載

資料２
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第1編総則

第３編地形測量及び写真測量
第1章通則 第1節要旨

第8章航空レーザ測量第1節要旨

第8章航空レーザ測量第9節グリッドデータの作成
２グリッドデータの標高値の精度は、次表を標準とする。

第4編応用測量
第1章通則
（要旨）第３７９条 ・・・ ２ 「応用測量」とは、道路、河川、公園等の計画、調査、実施設計、用地取得、管理等に用いられる測量をいう。

第2章路線測量 第7節横断測量

第3章河川測量 第6節定期横断測量

第3章河川測量 第7節深浅測量

参考：作業規程の準則（抜粋）

（機器等及び作業方法に関する特例）第17条 計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認められる場合には、この準則に定め

のない機器及び作業方法を用いることができる。ただし、第５条第３項に基づき、各編にその詳細を定める製品仕様書に係る事項については、この限りでな
い。
２計画機関は、この準則に定めのない新しい測量技術を使用する場合には、使用する資料、機器、測量方法等により精度が確保できることを作業機関等か
らの検証結果等に基づき確認するとともに、確認に当たっては、あらかじめ国土地理院の長の意見を求めるものとする。
３国土地理院が新しい測量技術による測量方法に関するマニュアルを定めた場合は、当該マニュアルを前項の確認のための資料として使用することができ
る。

（要旨）第７８条本編は、地形測量及び写真測量の作業方法等を定めるものとする。
２ 「地形測量及び写真測量」とは、数値地形図データ等を作成及び修正する作業をいい、地図編集を含むものとする。・・・

（要旨）第３１２条「航空レーザ測量」とは、航空レーザ測量システムを用いて地形を計測し、格子状の標高データである数値標高モデル（以下「グリッドデー
タ」という。）等の数値地形図データファイルを作成する作業をいう。

（要旨）第４２０条 「定期横断測量」とは、定期的に左右距離標の視通線上の横断測量を実施して横断面図データファイルを作成する作業をいう。
（方法）第４２１条 定期横断測量は、左右距離標の視通線上の地形の変化点等について、距離標からの距離及び標高を測定するものとする。
２定期横断測量は、水際杭を境にして、陸部と水部に分け、陸部については第２章第７節の規定を準用し、水部については次節の規定を準用する。
３陸部の測量範囲は、次表を標準とする。・・・

（要旨）第４０１条 「横断測量」とは、中心杭等を基準にして地形の変化点等の距離及び地盤高を定め、横断面図データファイルを作成する作業をいう。
（方法）第４０２条 横断測量は、中心杭等を基準にして、中心点における中心線の接線に対して直角方向の線上にある地形の変化点及び地物について、中
心点からの距離及び地盤高を測定するものとする。 ・・・
４横断測量における地盤高の測定は、地形、地物等の状況により直接水準測量又は間接水準測量により行うものとする。・・・

（要旨）第４２２条 「深浅測量」とは、河川、貯水池、湖沼又は海岸において、水底部の地形を明らかにするため、水深、測深位置又は船位、水位又は潮位を
測定し、横断面図データファイルを作成する作業をいう。
（方法）第４２３条 水深の測定は、音響測深機を用いて行うものとする。ただし、水深が浅い場合は、ロッド又はレッドを用い直接測定により行うものとする。

項 目 標高値（標準偏差）
格子間隔内にグラウンドデータがある場合 0.3m以内
格子間隔内にグラウンドデータがない場合 2.0m以内
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測量法
第一章 総則 第一節目的及び用語
（目的）第一条
この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土
地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の
登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目
的とする。
（作業規程）第三十三条
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定
めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
２ 公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。
（作業規程の準則）第三十四条
国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。

国土交通省公共測量作業規程
国土交通省公共測量作業規程は、作業規程の準則（平成２８年国土交通省告示第５６５号）（以下「準則」という。）を準用する。・・・・・

公共測量作業規程の準則
第１編総則
（目的及び適用範囲）第1条
この準則は、測量法（昭和２４年法律第１８８号。以下「法」という。）第３４条の規定に基づき、公共測量における標準的な作業方法等を定め、その規格
を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。
２ この準則は、公共測量に適用する。

河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説
第1章適用
【解説】（１）本要領の趣旨
河川の定期縦横断測量の成果は、河道計画の立案等の多くの業務で利用されており、測量業務に当たっては、特に次の事項を考慮する必要性が生
じている。・・・・・・・本実施要領は、今日における河川行政上のニーズや技術レベルに立脚したものであり、これらの情勢の変化や技術の革新による新
たな試みを妨げるものではない。また適用に際しては、河道の実態等、現地の状況をよく勘案する必要があり、他に適切な方法が存在すると判断され
る場合は、本実施要領による必要はない。
【解説】（２）他の基準類の適用
本実施要領は、河川定期縦横断測量業務に係る実施計画、作業方法、成果の整理方法等を示すものであるが、これらのうち作業方法及び整理方法につ
いては、既に「建設省公共測量作業規程J ， 「建設省河川砂防技術基準（案）調査編」， 「建設省測量作業共通仕様書」等の基準類が存在し、個々の業務実
施に当って適用されている。本実施要領は、これらの従来の基準類を踏まえた上で、新たに追加すべき事項について主に記述したものである。
本書は河川管理・河道計画にとって重要で、ある定期縦横断測量業務について、特に整理・とりまとめを行ったものであり、その実施にあたっては、従来の
基準類に準拠した上で本実施要領を適用するものとする。

参考:公共測量作業規程の準則，河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説 等の位置づけ
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【参考】河川砂防技術基準 調査編
第22章 測量・計測 第2節河川等に関する測量

2．2 河川、砂防に関する測量
河川及び砂防工事に関する測量については、表 22-2-1 に示す目的に応じて、必要な測量を実施しなければならない。

表22-2-1 河川・砂防に関する測量

＜関連通知等＞
1) 河川定期縦横断測量業務実施要領について，平成 9 年 6 月 12 日，建河治発第 29 号，建設省河川局治水課長. 

＜参考となる資料＞
定期縦横断測量の実務については、下記の資料が参考となる。
1) 河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説，平成 9 年，建設省河川局，(財)日本建設情報総合センター編. 

参考:河川砂防技術基準 調査編 の位置づけ
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